
　長島のハンセン病療養所群は、日本が20世紀に
ハンセン病患者の隔離収容と治療を目的として設
立した長島内の国立療養所長島愛生園と邑久光明
園の遺跡及び建造物群、並びに本州と長島をつな
ぐ邑久長島大橋で構成される。
　長島は日本の西部、瀬戸内海に位置する。瀬戸
内海は日本最大の内海で約700の島々を有する。
長島は東西に細長い形状をした周囲16キロメート
ルの島であり、幅30メートルに満たない海峡を挟
んだ本州とごく近い場所に浮かぶ。現在そこには
邑久長島大橋が架かる。
　長島愛生園は1930年に日本初の国立ハンセン病
療養所として長島東部に開設された。邑久光明園
は大阪に設置されていた前身の公立ハンセン病療
養所が台風被害により壊滅し、1938年に長島西部
を再興の地として開設された。
　現在、長島の二つの療養所には、既にハンセン
病は完治したものの、日本の隔離政策が長期にわ
たったため療養所を離れることが不可能となった
入所者約150人が暮らしており、その多くが医
療・介護のサービスを受けている。

総合的所見

ポテンシャルな顕著な普遍的価値（OUV）の言明（案）

資産名称　長島のハンセン病療養所群

ユネスコ世界文化遺産登録に向けて

　1873年にらい菌が発見され、ハンセン病が感染
症であると判明すると世界各国はハンセン病療養
所を開設し、患者の隔離収容を行った。日本はそ
れらの一部を例としながらも収容の際の有形力の
行使や、患者やその家族への偏見を助長する形態
による収容の実施、例外なき絶対的かつ退所を認
めない終生の隔離による患者個人の尊厳の軽視を
特徴とする隔離政策を法と施設を整備して展開し
た。
　1940年代後半に治療薬プロミンが国際的に普及
すると、世界各国は隔離の段階的な廃止や在宅治
療、一般病院での治療の道を採り、療養所は廃止
又は他施設に転用された。しかしながら日本は
1996年まで国際的な非難を受け続けつつも独自の
隔離政策を継続したため、療養所が存続した。
2001年、裁判所は隔離政策を継続した立法と行政
の不作為を憲法違反と判断した。

所在地　　 岡山県瀬戸内市

座　標　　 北緯34度40分31秒　
　　　　　 東経134度14分31秒

評価基準 　(ⅲ)(ⅴ)(ⅵ)

（写真01）長島（中央）と本土をつなぐ邑久長島大橋

（写真02）国立療養所長島愛生園

（写真03）国立療養所邑久光明園

（写真04）邑久長島大橋

（写真05）長島愛生園への患者隔離
（1939年以前）
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　長島の二つの療養所は、1943年のピーク時には
20世紀における世界のハンセン病療養所史上第三
の規模の入所者を隔離していた。長島愛生園単独
では世界第四の規模で、同園は日本初の国立ハン
セン病療養所であるのみならず規模においても国
内最大であった。同時に長島愛生園には全国の国
立療養所から様々な情報が集まり、各園に対して
同園から指示がなされていたことから長島愛生園
は日本のハンセン病隔離政策を名実ともに代表し
ていた。

　日本政府は長島の二つの療養所開設にあたりそ
れまで島内に居住していた地域住民の土地を収用
し、長島のほぼ全域を国有地化した。1938年に
現在の邑久光明園が開設されて以来、長島には療
養所入所者及び職員以外の者が居を構えたことは
なく、病者として収容された入所者自身による自
治を基礎とする独自の文化的伝統が生成・発展し
た。

　一方、療養所入所者は自身らによる自治を強化
し、日本政府に処遇改善や施設整備の予算要求を
行う権能を得るに至った。長島の二つの療養所入
所者は隔離の必要が無い証として本州との架橋を
求め続け、1988年に邑久長島大橋としてこれを
実現させた。
　隔離政策により社会や親族との関係を断たれ、
多くの苦難を強いられた療養所入所者が示したレ
ジリエンスは極めて逞しく、現存する世界各地の
ハンセン病療養所には認められない顕著で普遍的
な価値を持つ。

　本資産は、平地の少ない島を入所者自らが療養
所の指示の下に最大限利用しながら独自の居住形
態を創り上げたことを示す。患者収容に関する施
設から教育施設、納骨堂まで人生の全てを療養所
で過ごすことを強いた日本のハンセン病隔離政策
の特徴を示す本資産の構成要素は、かつての有菌
地帯と無菌地帯の別に整然と配置されている。

　本資産は、個人の尊厳を極度に抑圧した日本の
ハンセン病隔離政策と社会や親族との物理的・精
神的な紐帯を断たれた療養所入所者が島という完
全に閉じられた環境下で多くの苦難を甘受するこ
となく自身らの自治に基づく文化とコミュニティ
を形成し、人間性の回復を求め続けたレジリエン
スを示す物証であり、病を理由とする偏見と差別
の不当性、個人の尊厳と人権尊重というすべての
人類にとって共通の重要性を持つ遺産である。

（写真05、06、08は長島愛生園歴史館蔵、写真07は瀬戸内市民蔵を一部加工、写真09は柳川義雄氏蔵）

（写真07）予防法闘争（1953年） （写真08）架橋運動（1980年代）

（写真06）患者自身の作業による道路工事（1930年代）

（写真09）青い鳥楽団（1968年） （写真10）機関誌「愛生」
創刊号（1931年）

（写真12）邑久高等学校旧新良田教室（写真11）旧少年少女舎

（写真14）納骨堂（写真13）胎児等慰霊之碑
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